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平成23年度における子ども手当の支給等に
関する特別措置法の概要





平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要

現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み 平成２４年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に

趣 旨
現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成２４年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に

移行できるよう、平成２３年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定める。

概 要

（１）支給額・支給期間
・３歳未満 ：月額１万５千円 ・３歳以上小学校修了前（第１、２子） ：月額１万円 ・中学生 ：月額１万円

〃 （第３子以降） ：月額１万５千円

・支給等の事務は市区町村（公務員は所属庁） ・支給期間は平成２３年１０月分～平成２４年３月分。支払月は平成２４年２月、６月。

（２）費用負担 児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負

担。（公務員については所属庁が負担）

（３）その他
①子ども 対し も国内居住要件を設ける（留学中 場合等を除く）①子どもに対しても国内居住要件を設ける（留学中の場合等を除く）

②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給

③未成年後見人や父母指定者（父母等が国外にいる場合のみ）に対しても、父母と同様（監護・生計同一）の要件で手当を支給（父母等が国外居

住の場合でも支給可能）

④監護 生計 件を満たす者が複数 る場合 どもと る者 支給 離婚協議中 場合 支給 能 単身赴任 場合を除④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給（離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除

く）。

⑤保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。

⑥地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける

（４）検討規定
①政府は、平成２４年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手

当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他

の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。関係者 十分 協議を行 、 れら 者 解を得るよう努 るも する。

②法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成２４年６月分以降の給付から適用すること

とし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。

施行日 平成２３年１０月１日



子どもに対する手当の制度のあり方について

１ 実施時期

５ 税制改正

１ 実施時期

手当のあり方の見直しは、平成23年度10月（平成24年

2月支給分）から実施する（所得制限の導入は被災地の

状況を見定め平成24年度（6月分）から実施する ）

所得制限世帯も含めた扶養控除のあり方について、平

成24年度税制改正までに総合的に検討する。

６ 法制上の措置
状況を見定め平成24年度（6月分）から実施する。）。

２ 所要額 ２．２～２．３兆円程度

３ 具体的な支給額

平成24年度以降の子どものための現金給付については、

上記の支給額等を基にして、児童手当法に所要の改正を

行うことを基本とする。その際、地方等と十分に協議を

行い その理解を得るよう努めるものとする

（１）一般世帯（非所得制限世帯）

0～3歳（一律） 15,000円（児童手当1万円）

3～12歳（第1子 第2子） 10 000円（児童手当5千円）

行い、その理解を得るよう努めるものとする。

※ 地方との協議は、「国と地方の協議の場」において行う。

７ 平成24年度からの恒久的な現金給付の仕組みへの円滑

な移行のための措置については 別添のとおりとする3～12歳（第1子、第2子） 10,000円（児童手当5千円）

（第3子以降） 15,000円（児童手当1万円）

中学生 （一律） 10,000円（児童手当なし）

（２）所得制限世帯

な移行のための措置については、別添のとおりとする。

以上、確認する。

平成23年8月4日

（２）所得制限世帯

所得制限世帯における所得税及び住民税の扶養控除（所

得控除）の廃止による減収に対する必要な税制上、財政上

の措置を検討し、平成24年度から所要の措置を講じるもの

民 主 党 幹事長

政策調査会長

自由民主党 幹事長
の措置を検討し、平成24年度から所要の措置を講じるもの

とする。

４ 所得制限

政務調査会長

公 明 党 幹事長

政務調査会長

所得制限の基準を、年収960万円程度（夫婦と児童二人

世帯）とする。



（別添）

半年間の特別措置法案の骨子

５．その他

半年間の特別措置法案の骨子

１．題名

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案

・平成23年度子ども手当支給法に盛り込んだ事項を規定

※子どもの国内居住要件、未成年後見人、父母指定者、同
居優先、施設入所の子どもについて施設の設置者等への
支給、手当からの保育料の徴収等、市町村の自由度の高
い交付金の交付

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案

２．趣旨

い交付金の交付

６．施行時期・改正附則

現下の子どもや子育て家庭をめぐる状況にかんがみ、平成24年
度からの恒久的な現金給付の仕組みに円滑に移行できるよう、
平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を
定めるものとする。

施行日：平成23年10月１日

・平成24年度以降の子どものための現金給付については、この
法律の手当額等に関する規定を基に、児童手当法に所要の改
正を行うことを基本とする その際 地方等と十分に協議を

３．支給期間

・平成23年10月分から平成24年３月分まで

正を行うことを基本とする。その際、地方等と十分に協議を
行い、その理解を得る努めるものとする。

※地方との協議は、「国と地方の協議の場」において行う。

・その際、所得制限については、平成24年６月分以降から適用
することとし、所得制限の基準、所得制限を超える者に対す

４．支給額・費用負担

・３歳未満、３歳～小学生（第３子以降） ：１万５千円

３際 小学生（第１子 第２子） 中学生 １万円

することとし、所得制限の基準、所得制限を超える者に対す
る必要な税制上・財政上の措置等について検討した上で、所
要の措置を講ずる。

・３際～小学生（第１子・第２子）、中学生：１万円

・児童手当部分は児童手当と同様の負担割合、上積み部分は全
額国庫負担
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